
（１）外国往来船等と陸地との間の交通場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

税関前市営さん橋 岩国市新港３丁目９番地地先

装束ふ頭に設置されたフェンス
上にあるゲートのうち中央に位
置するゲート

山口県玖珂郡和木町和木６
丁目

岸壁けい留船と交通する者に
限る。

新港ふ頭に設置されたフェンス
上にあるゲートのうち北側に位
置するゲート

岩国市新港町３丁目 岸壁けい留船と交通する者に
限る。

室の木ふ頭に設置されたフェン
ス上にあるゲートのうち北端及び
南端に位置するゲート

岩国市飯田町２丁目２８０２番
地及び無番地

岸壁けい留船と交通する者に
限る。

ＪＸＴＧエネルギー株式会社麻里
布製油所正門及び西門

山口県玖珂郡和木町和木６
丁目１番１号

さん橋けい留船と交通する者
に限る。ただし、艦船行商人
を除く。

ユニオン石油工業株式会社岩
国工場正門

岩国市装束町１丁目５番１９号 岸壁けい留船と交通する者に
限る。

日本製紙株式会社岩国工場正
門及び北門

岩国市飯田町２丁目８番１号 岸壁けい留船と交通する者に
限る。

（２）貨物の積卸場所（船用品、機用品及び携帯品を除く。）

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

装束１号岸壁 山口県玖珂郡和木町和木６
丁目

装束２号岸壁 岩国市装束町６丁目及び山
口県玖珂郡和木町和木６丁
目

新港北１号岸壁 岩国市新港町３丁目

新港北２号岸壁 〃

新港南岸壁 〃

室の木岸壁（－５．５ｍ）、同岸壁
（－１０ｍ）、同岸壁（－７．５ｍ）
及び同岸壁（－１２ｍ）

岩国市飯田町２丁目

ＪＸＴＧエネルギー株式会社麻里
布製油所原油さん橋

山口県玖珂郡和木町和木６
丁目１番１号地先

ＪＸＴＧエネルギー株式会社麻
里布製油所保税蔵置場及び
同保税工場並びにユニオン
石油工業株式会社岩国工場
保税工場に搬出入する貨物
に限る。
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ＪＸＴＧエネルギー株式会社麻里
布製油所第３製品出荷さん橋、
同第４製品出荷さん橋及び同Ｌ
ＰＧ出荷さん橋

山口県玖珂郡和木町和木６
丁目１番１号地先

ＪＸＴＧエネルギー株式会社麻
里布製油所保税蔵置場及び
同保税工場に搬出入する貨
物に限る。

ユニオン石油工業株式会社岩
国工場２号さん橋

岩国市装束町１丁目７７５－４
５番地先

ユニオン石油工業株式会社
岩国工場保税工場に搬出入
する貨物に限る。

日本製紙株式会社岩国工場Ｃ２
さん橋

岩国市飯田町３丁目３９８８－
３地先

日本製紙株式会社岩国工場
保税蔵置場に搬出入する貨
物に限る。

（３）船用品、機用品及び携帯品
の積卸場所

場 所 の 名 称 所 在 地 備 考

税関前市営さん橋 岩国市新港３丁目９番地地先

装束１号岸壁 山口県玖珂郡和木町和木６
丁目

岸壁けい留船に積卸しするも
のに限る。

装束２号岸壁 岩国市装束町６丁目及び山
口 県玖珂郡和木町和木６丁
目

〃

新港北１号岸壁 岩国市新港町３丁目 岸壁けい留船に積卸しするも
のに限る。

新港北２号岸壁 〃 〃

新港南岸壁 〃 〃

室の木岸壁（－５．５ｍ）、同岸壁
（－１０ｍ）、同岸壁（－７．５ｍ）
及び同岸壁（－１２ｍ）

岩国市飯田町２丁目２８０１番
地、２８０２番地地先及び無番
地

岸壁けい留船に積卸しするも
のに限る。

ＪＸＴＧエネルギー株式会社麻里
布製油所原油さん橋、同第３製
品出荷さん橋、同第４製品出荷
さん橋及び同ＬＰＧ出荷さん橋

山口県玖珂郡和木町和木６
丁目１番１号地先

さん橋けい留船に積卸しする
ものに限る。

ユニオン石油工業株式会社岩
国工場２号さん橋

岩国市装束町１丁目７７５－４
５地先

さん橋けい留船に積卸しする
ものに限る。

日本製紙株式会社岩国工場Ｃ２
さん橋

岩国市飯田町３丁目３９８８－
３地先

さん橋けい留船に積卸しする
ものに限る。

  


